
M

会
員
事
業
所
の
み
な
さ
ま
へ

生
命
共
済

入
院
給
付
金
付
災
害
割
増
特
約
・
ガ
ン
重
点
保
障
型
生
活
習
慣
病
一
時
金
特
約
付
定
期
保
険
(
団
体
型
)

熊
本
県
商
工
会
議
所
連
合
会
独
自
の
給
付
制
度
(
見
舞
金
・
祝
金
・
記
念
品
制
度
)

ご
留
意

く
だ
さ
い

ご
加
入

の
お
す
す
め

福
利
厚
生
制
度
に

ご
活
用
い
た
だ
け
ま
す

熊
本
県
商
工
会
議
所
連
合
会
独
自
の
見
舞
金
等
の
給
付
制
度
と
同
商
工
会
議
所
連
合
会
が
ア
ク
サ
生
命
保
険
株
式
会
社

と
締
結
し
た
定
期
保
険
(
団
体
型
)
 *
を
組
み
合
わ
せ
た
保
障
プ
ラ
ン
名
称
が
生
命
共
済
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
を
個
別
に
ご
加
入

い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

*
入
院
給
付
金
付
災
害
割
増
特
約
・
ガ
ン
重
点
保
障
型
生
活
習
慣
病
一
時
金
特
約
付
定
期
保
険
(
団
体
型
)

1
年
更
新
で
医
師
の

診
査
な
し

「
業
務
上
・
業
務
外
を

問
わ
ず

●
2
4
時
間
保
障

毎
年
収
支
計
算
し

剰
余
金
が
あ
れ
ば

配
当
金
も
!

商
工
会
議
所
連
合
会

独
自
の

給
付
制
度
も
!

【
ご
意
向
に
沿
っ
た
商
品
内
容
か
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
】

重
要
事
項
說
明
書
(
契
約
概
要
·
注
意
喚
起
情
報
)
な
ら
び
に
「
当
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
に
記
載
の
保
障
内
容
・
保
険
金
額
・
保
険
料
等
が
、
お
客
様
ご
自
身
の
ご
意
向
に
沿
っ
た

内
容
と
な
っ
て
い
る
か
を
必
ず
ご
確
認
の
う
え
、
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
お
申
込
み
い
た
だ
い
た
後
も
、
大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

熊
本
県
商
工
会
議
所
連
合
会



生命共済の内容
保
障
内
容

・主契約:定期保険(団体型)
・特約:入院給付金付災害割増特約・ガン重点保障型生活習慣病一時金特約

月
額
掛
金

※掛金には保険料のほか、運営費が含まれています。

コ
ー
ス
・
口
数

お
支
払
事
由

71歳以降
特
別
コ
ー
ズ

1
0

A
コ
ー
ス

2
0

B
コ
ー
ス

3
口

C
コ
ー
ス

5
口

D
コ
ー
ス

7
0

E
コ
ー
ス

1
0
口

7
1
歳
以
降
特
別
コ
ー
ス

A
コ
ー
ス

B
コ
ー
ス

保険年齢(歳)
生
年
月
日

性
別

1
0

2
0

3
口

C
コ
ー
ス

5
口

D
コ
ー
ス

E
コ
ー
ス

7
0

10口

不慮の事故により死亡したとき
250

500

療 死다高度障害入院治

<
死
亡
保
険
金
(
主
契
約
)
+
災
害
保
険
金
>

上
記
以
外
の
事
由
に
よ
り
死
亡
し
た
と
き

<死亡保険金(主契約)>

不
慮
の
事
故
に
よ
り

高度障害状態*のいずれかになったとき
<高度障害保険金(主契約)+災害高度障害保険金>

傷害または疾病により
高度障害状態*1のいずれかになったとき

<高度障害保険金(主契約)>

不慮の事故により1日以上の入院をしたとき

(同一事故による入院は、更新前の入院日数を含み、通算60日限度)
<
入
院
給
付
金
>

ガン※2で1日以上の入院をしたとき
(1年に1回限度)
<ガン入院一時金>

6大生活習慣病※3で1日以上の入院をしたとき
(1年に1回限度)

<
6
大
生
活
習
慣
病
入
院
一
時
金
>

750
万
円

万
円

万
円

1.250
万
円

1,750
万
円

2,000
平成21年11月1日

男
性

15~55
1,290円

1,935円
3,225円

4,515円
6,030円

万
円

~
昭
和
4
3
年
1
1
月
2
日
女
性

5
0

100
万
円

万
円

150万
円

250
万
円

350
万
円

5
0
0

万
円

56~60
昭和43年11月1日

~
昭
和
3
8
年
1
1
月
2
日

男
性

1,706円
2,559円

4,265円
5,971円

7,910円

女
性

1.297円
1,946円

3.243円
4.540円

6,060円

61~65
250

500
750

万
円

万
円

万
円

1,250
万
円

1.750
2.000

昭和38年11月1日

~昭和33年11月2日

男
性

2.152円
3.228円

5.380円
7.532円

9,970円

女
性

1,506円
2.259円

3,765円
5.271円

7,000円

万
円
万
円

66~70
昭和33年11月1日

男
性

2,849円
6
5
歳
6
ヵ
月
を
超
え
る
方
は
、
新
規
加
入
・
更
新
と
も
に
A
コ
ー

~昭和28年11月2日
女
性

1,756円
ス
の
み
と
な
り
ま
す
。

5
0

万
円

100
万
円

150
万
円

250
万
円

350
万
円

500
万
円

71
(更新のみ)

| 昭和28年11月1日

~昭和27年11月2日

男
性

1.722円
3,443円

女
性

1,071円
2.141円

A入院から保障

1
日
に
つ
き

2,000
1日につきま

1日につ

4,000
6,000

1日につき
10,000

1日につき

14,000
1
日
に
つ
き

15,000
7
2

(更新のみ)

昭
和
2
7
年
1
1
月
1
日

~昭和26年11月2日

男
性

1,842円
3.683円

女
性

1,148円
2.295円

2
4

万
円

万
円

万
円

1
0

万
円

1
4

万
円

2
0

万
円

7
3

昭和26年11月1日
男
性

2,017円
4.034円

(更新のみ)
~
昭
和
2
5
年
1
1
月
2
日
女
性

1.244円
2.487円

70歳6ヵ月を超える方は、更新継続のみとなり、Aコー
ス
及
び
7
1
歳
以
降
特
別
コ
ー
ス
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。

1万
円

2万
円

3
5

7
1
0

7
4

(更新のみ)

昭和25年11月1日

「~昭和24年11月2日

男
性

2,208円
4.416円

女
性

1.347円
2,693円

万
円

万
円

万
円

万
円

ガン®2の治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けたとき
<ガン先進医療一時金>

5
10

1
5

25
3
5

5
0

7
5

(更新のみ)

昭和24年11月1日
男
性

2,419円
4,838円

~昭和23年11月2日
女
性

1.456円
2.912円

万
円

万
円

万
円

※保険期間中に加入者(被保険者)が上記お支払事由に該当したとき、保険金などをお支払いします。

※災害保険金、災害高度障害保険金、入院給付金は、保険期間中に加入者が加入日以後に発生した所定の不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の
日から起算して180日以内にお支払事由に該当したときにお支払いします。

※災害保険金、災害高度障害保険金は、加入日以後に発病した所定の感染症を直接の原因としてお支払事由に該当したときもお支払いします。

※ガン先進医療一時金について、公的助成などにより自己負担額が発生しない場合など、先進医療にかかる技術料が「O」となる場合は、お支払いはありません。同一
の先進医療において複数回にわたって一連のガン先進医療一時金のお支払事由に該当する療養を受けられたときは、それらの一連の療養を1回の療養とみなし
ます。給付対象となる医療行為や医療機関の範囲には制限があり、また随時見直しがなされています。

※日帰り入院(入院日数が1日)とは、入院日と退院日が同一の日である場合のことをいい、病院または診療所に対する入院基本料の支払いの有無などを参考にして
アクサ生命が判断いたします。

熊
本
県
商
工
会
議
所
連
合
会
独
自
の
給
付
制
度
の
内
容

万
円

万
円

万
円

※
掛
金
は
、
加
入
ま
た
は
更
新
さ
れ
る
年
の
5
月
1
日
に
お
け
る
加
入
者
の
年
齢
に
応
じ
て
決
ま
り
、
加
入
時
ま
た
は
更
新
時
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

※保険年齢とは、加入または更新される年の5月1日における加入者の年齢のことをいいます。(年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は、6ヵ月を超
え
る
も
の
に
つ
い
て
は
切
上
げ
て
1
年
と
し
、
6
ヵ
月
以
下
の
も
の
は
切
捨
て
ま
す
。
)

※掛金は、定期保険(団体型)の保険料率計算の結果、変更となる場合があります。

コ
ー
ス
・
口
数 「21歲以降特別コース

「
給
付
内
容

1
ㅁ

A
コ
ー
ス

2
□

B
コ
ー
ス

3
ㅁ

C
コ
ー
ス

5
0

D
コ
ー
ス

7
0

E
コ
ー
ス

10

1
0
日
以
上

2,500円
5,000円

7,500円
12,500円

17,500円
25,000円

「
病
気
入
院
見
舞
金

*1 お支払いの対象となる高度障害状態
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下

・中皮および軟部組織の悪性新生物
悪
性
新
生
物

20日以上
5,000円

10,000円
15,000円

25,000円
35,000円

50,000円
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの

2.言語またはそしゃくの機能を全く永久
に失ったもの

8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1

3.中枢神経系または精神に著しい障害を
3. 中格仲栓栄まには相伸に者しい時告を
残し、終身常に介護を要するもの

肢を足関節以上で失ったかまたはその
用を全く永久に先ったもの

全く永久に失ったもの

下肢を足関節以上で失ったもの

・乳房の悪性新生物
・独立した(原発性)多部位の悪性新生物

・女性生殖器の悪性新生物
·上皮内新生物

事
故
通
院
見
舞
金

5
日
以
上

5,000円
10,000円

15,000円
25,000円

35,000円
50,000円

・男性生殖器の悪性新生物

・腎尿路の悪性新生物

·真正赤血球増加症く多血症>

·骨髄異形成症候群
出
生
祝
金

2,500円
5,000円

・眼、脳およびその他の中枢神経系の部
·慢性骨髄增殖性疾患

4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身
常に介護を要するもの

5.両上肢とも、手関節以上で失ったかま
■たはその用を全く永久に失ったもの

6.両下肢とも、足開節以上で失ったかま

*2 お支払いの対象となるガン
7
5
歳
満
了
記
念
品

記
念
品
贈
呈

位の悪性新生物
・口唇、口腔および咽頭の悪性新生物

・消化器の悪性新生物
・甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性
新
生
物

・本態性(出血性)血小板血症

・ランゲルハンス細胞組織球症

1.熊本県商工会議所連合会独自の給付制度は、運営費の一部によってまかなわれます。
・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物

・骨および関節軟骨の悪性新生物
·部位不明確、続発部位および部位不明
·邯位个男 、続発部位および部位不明
の悪性新生物

*
3 お支払いの対象となる6大生活習慣病

たはその用を全く永久に失ったもの
・皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物

・リンパ組織、造血組織および関連組織の

·糖尿病·心疾患·高血圧性疾患
·脳血管疾患・肝硬変·慢性腎不全

2.病気入院見舞金について
①病気による10日以上19日までの継続入院をしたとき、日数にかかわらず一律、加入口数に応じた金額をお支払いします。
②病気による20日以上の継続入院をしたとき、日数にかかわらず一律、加入口数に応じた金額をお支払いします。

③①で見舞金を支払った場合、②の見舞金は支払いません。(①と②は重複しません)
④5月1日より翌年4月30日の間に年1回を限度としてお支払いします。
⑤保険給付と重複する病気入院見舞金は支払われません。(例、胃がんで入院し、死亡した場合は保険金のみのお支払いとなります)
名
惠
故
通
院
县
無
会
に
つ
い
て

【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】
本共済制度におきましては、事業主ならびにご加入者の方々の個人情報を次のとおり取扱いますので、ご同意のうえ、お申込みください。

①ご加入者の個人情報(氏名・性別・生年月日等)は、ご加入者の同意に
・生年月日等)は、ご加入者の同意に基づき、会員事業所 (事業主)からお申込みいただいた商工会議所を通じ、

当連合会に提供されます。

②当連合会および当該商工会議所(以下、「連合会等」という)は、会員事業所 (事業主)より提供を受けた事業主およびご加入者の個人情報につい
て、本制度の事務手続、各種サービスの案内・提供のために使用するとともに、事業主およびご加入者の同意に基づき、本制度の運営のために締
結している定期保険(団体型)  契約を引き受けるアクサ生命保険株式会社(以下、「アクサ生命」という)にこれを提供します。

③アクサ生命は、連合会等から提供を受けた事業主ならびにご加入者の個人情報を、保険契約の引き受け・継続·維持管理、保険金・給付金等の支払
い、関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供・契約の維持管理、当社業務に関する情報提供·運営管理、商品・サービスの充実、
その他保険に関連・付随する業務のために使用します。また、アクサ生命は、連合会等をはじめ事業主ならびに再保険会社に対し必要な範囲内で
これを提供します。

④個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き連合会等およびアクサ生命においてそれぞれ②③に準じ個人情報が取扱われます。
⑤定期保険(団体型) 契約の引受保険会社が変更される場合は、事業主およびご加入者の個人情報が変更後の保険会社に提供され引き継がれます。

③保険給付と重複する事故通院見舞金は支払われません。(例、骨折で5日以上入院した後の通院は対象外)
4.出生祝金について

①出生祝金は、加入後1年以上の方を対象とし
②出生祝金の適用範囲は、加入者本人およびその配偶者とします。

5.75歳満了記念品について

①満了記念品は保険年齢75歳の最終保険期間を満了したとき、コース・ロ数に関係なく記念品を贈呈します。
6.見舞金・祝金の請求について

①見舞金・祝金の請求期限は、 事由発生から3年以内とします。

②見舞金・祝金の申請書類は、公的機関等の発行するものおよび証明できる書類を提出してください。
7.「重要事項説明書」に記載の「保険金などをお支払いできない場合について」に該当した場合は、商工会議所連合会独自の給付制度も定期保険(団体型)

3.事故通院見舞金について
●①不慮の事故により5日以上通院したとき、日数にかかわらず一律、加入口数に応じた金額をお支払いします。
②異なる不慮の事故による通院に対して5月1日より翌年4月30日の間に年2回を限度としてお支払いします。同一の事故による通院のときは、5月1日から
●翌年4月30円の間に年1回を限度として支払まで。た
翌年4月30日の間に年1回を限度として支払います。

と同様に取扱います。

※詳細は、「見舞金・祝金・記念品制度」規約にてご確認ください。











生命共済制度【定期保険(団体型)】

【ご意向に沿った商品内容か必ずご確認ください】

重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)

本書面および「パンフレット」に記載の保障内容・保険金額・保険料などがお客様ご自身のご意向に沿った内容となっているか

を必ずご確認のうえ、お申込みください。

この「重要事項説明書」は、商工会議所・商工会生命共済制度の生命保険部分における、ご加入の内容などに関する重要な事項の
うち、特にご確認いただきたい事項をまとめた「契約概要」と、お申込みに際して特にご注意いただきたい事項をまとめた「注意

喚起情報」を記載しています。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご理解いただきますようお願いいたします。
「保険金などをお支払いできない場合について」などお客様にとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。

具体的な制度内容については「パンフレット」をあわせてご覧いただき、ご不明な点などは所属商工会議所・商工会または「パ
ンフレット」に記載のアクサ生命営業店にご照会ください。

契約概要

○各商工会議所・商工会の制度内容により保険金額などの設定、保険料のお取扱い、満了年齢などが異なります。
○具体的なご契約内容(保障内容·保険料・付加される特約など)および加入資格については、「パンフレット」に記載されています。
お申込みの際には、この「重要事項説明書(契約概要)」と「パンフレット」を必ずご確認ください。

■商品の名称

■商品のしくみ

定期保険(団体型) 用入院給付金付災害割增特約、定期保険(団体型)用ガン重点保障型生活習慣病一時金特約付 定期保険(団体型)

商工会議所・商工会会員事業所の事業主・役員・従業員の死亡などを保障するために団体(商工会議所・商工会)を
契約者として運営する団体保険商品です。保険期間は1年ですが、更新により一定年齢まで継続してご加入いただ
くことが可能です。

【しくみ図例】 特約

主契約
死亡保険金
高度障害保険金

加入 更新 更新

保険期間1年 保険期間1年 保険期間1年

満了

保険期間1年

■主契約の
お支払事由

■保険料について

■配当金

【払戻金

死亡保険金………………………保険期間中に加入者(被保険者。以下同じ。)が死亡したとき。
高度障害保険金･…･保険期間中に加入者が加入(増額) 日以後の傷害または疾病により、所定の高度障害状態に該当したとき。
※高度障害保険金が支払われた場合にはその加入者についての保障は消滅し、その後の保険金などのお支払いはい
たしません。

※死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。

※定期保険(団体型) 用入院給付金付災害割增特約、定期保険(団体型) 用ガン重点保障型生活習慣病一時金特約の
お支払事由については「パンフレット」にてご確認ください。

保険料は毎年の更新時に加入者の年齢構成・加入状況によってご契約(商工会議所・商工会) ごとに算出します。
お払込方法・経路などもご契約(商工会議所・商工会)ごとに取り決めていますので詳細は「パンフレット」にてご確認ください。

この商品は毎年の更新後にご契約(商工会議所・商工会) ごとに前保険期間の収支計算を行い、剰余金が生じた場合
は契約者に契約者配当金をお支払いします。

この商品には加入者の脱退による払戻金はありません。

【当制度に関するお手続き・相談・苦情窓口について】
当制度に関するお手続きやご相談は、団体(商工会議所・商工会)へお問合わせいただくか、「パンフレット」に記載のアクサ生命営業
店へご連絡ください。
当制度に関する苦情は、団体(商工会議所・商工会)・アクサ生命営業店もしくはアクサ生命お客様相談室(TEL:0120-030-775
受付時間:9:00~17:00土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)へご連絡ください。

【指定紛争解決機関について】

この商品にかかる指定紛争解決機関は(一社) 生命保険協会です。
(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・后・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談
照会・苦情を受付けています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて受付けています。
(ホームページアドレス: https://www.seiho.or.jp/)

なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、
契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会

を設け、契約者などの正当な利益の保護を図っています。

【定期保険(団体型) への変更に関する特則について】

この特則により、契約者は加入者の健康状態にかかわらず、福祉団体定期保険契約(変更前契約。付加されている特約を含みます。
以下同じ。) を定期保険(団体型) 契約(変更後契約、付加される特約を含みます。以下同じ。)に変更することができます。

・変更は、アクサ生命所定の範囲内でお取扱いします。
変更前契約で支払われた入院給付金のお支払日数については、変更後契約の入院給付金のお支払限度に通算します。
告知義務、告知義務違反による解除および変更後契約の保険金のお支払いにあたっては、変更前契約の保険期間と変更後契約の
保険期間は継続されたものとします。

·変更後契約の高度障害保険金、災害保険金、災害高度障害保険金および入院給付金のお支払いについては、加入者が、変更前契
約のその加入者の効力発生日(責任開始期。以下同じ。)以後変更後契約の効力発生日前の原因により、変更後契約の効力発生日
以後に死亡、高度障害状態に該当または入院したときは、変更後契約の効力発生日以後の原因によるものとみなします。
加入者が変更前契約の保険期間中に入院を開始し、変更日を含んで継続して入院したときは、その入院は、変更前契約の保険期間
中の入院とみなします。
加入者が、その加入者の変更前契約の効力発生日前に発病したガンまたは6大生活習慣病を直接の原因として、変更後契約の効力
発生日以後に入院を開始し、または先進医療による療養を受けたときでも、変更前契約の効力発生日からその日を含めて2年を経
過した後に入院を開始し、または先進医療による療養を受けたときは、変更後契約の効力発生日以後の原因によるものとみなします。
・加入者が変更後契約の効力発生日前にガンまたは6大生活習慣病による入院を開始し、変更後契約の効力発生日を含んで継続して
入院したときは、ガン入院一時金または6大生活習慣病一時金はお支払いしません。



注意喚起情報

■お申込みの撤回など(クーリング・オフ制度) について
この商品は団体(商工会議所・商工会)を契約者とする団体保険であり、お申込みの撤回など (クーリング・オフ) の適用はありません。

■告知について
○告知は生命保険のお引受けの判断の際の重要な事項です。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状
態など「告知書」でアクサ生命がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知) ください。
○告知の内容によっては、ご契約をお引受けできないことがあります。
○告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、ご契約の全部またはその加入者の部分が解除されることや、保険金などをお支

払いできないことがあります。
告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。この場合、すで
にお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。なお、告知義務違反による解除の対象となる1年経過後にもご契約の全部またはそ
の加入者の部分が取消しとなることがあります。

○アクサ生命の取扱者へ口頭でお話しされただけでは告知をしていただいたことになりません。加入者ご自身がアクサ生命所定の「告知書」
に記入されたことが告知となります。(生命保険会社職員、代理店、商工会議所・商工会の役職員には告知受領権はありません。)

○アクサ生命の社員またはアクサ生命で委託した確認担当者が、保険金などのご請求の際、請求内容などについて確認させていただく場合があります。

■効力発生日(責任開始期) について

○加入申込日(告知日)と効力発生日 (責任開始期。以下同じ。)についてはご契約 (商工会議所・商工会)ごとに取り決めています。

詳細は「パンフレット」にてご確認ください。なお、初回保険料のお払込みがなかった場合は申込取消となり、効力が発生しない場合がありま

すのでご注意ください。
○生命保険会社職員、代理店、商工会議所・商工会の役職員には保険への加入を承諾し、責任を開始させるような代理権がありません。

■保険金などをお支払いできない場合について

次の場合は、保険金などのお支払いができないことがあります。

○お支払事由に該当しない場合

効力発生日前の傷害または疾病を原因とする場合など

(ガン入院一時金・ガン先進医療一時金・6大生活習慣病入院一時金)

効力発生日前に発病したガンおよび6大生活習慣病を原因とする場合

(ガン入院一時金)

・ガン入院一時金の支払われることとなった最終の入院の開始日から、その日を含めて1年以内にガンを原因として再び入院した場合

(6大生活習慣病入院一時金)

6大生活習慣病入院一時金の支払われることとなった最終の入院の開始日から、その日を含めて1年以内に6大生活習慣病を原因として再び入院した場合

○免責事由に該当した場合

効力発生日から1年以内の加入者の自殺、契約者・加入者・保険金などの受取人の故意または戦争その他の変乱によりお支払事由に該

当した場合

(災害保険金・災害高度障害保険金・入院給付金)
保険金などの受取人の故意または重大な過失

加入者の犯罪行為 加入者の精神障害を原因とする事故

・加入者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

契約者または加入者の故意または重大な過失

加入者の泥酔の状態を原因とする事故

加入者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

地震、噴火、または津波・戦争その他の変乱

○告知義務違反の場合
契約者または加入者から告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約の全部またはその加入者の部分が告知義務違反により解除された場合

○詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合

契約者または加入者の詐欺によりご契約の全部またはその加入者の部分が取消しになった場合や、保険金などの不法取得目的があって
ご契約の全部またはその加入者の部分が無効とされた場合

○重大事由による解除の場合
契約者、加入者または保険金などの受取人が、保険金などを詐取する目的で事故を起こしたときや、暴力団関係者、その他の反社会的
勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約の全部またはその加入者の部分が解除された場合

■ご契約の更新ができない場合について

更新日現在の加入者数が所定の基準に満たない場合、ご契約の更新はできません。

■保険料のお払込みについて

各商工会議所・商工会が定めた方法により保険料をお払込みいただきます。保険料のお払込みがなかった場合、最後に払込まれた保険料の応
当月末をもって脱退扱となり以降の保障がなくなる場合があります。詳細は「パンフレット」にてご確認ください。

■払戻金について

この商品には加入者の脱退による払戻金はありません。

■保険金などのお支払いについて

○保険金などのお支払事由が生じた場合や、保険金などのお支払いの可能性があると思われる場合はすみやかに商工会議所・商工会または

「パンフレット」に記載のアクサ生命営業店にご連絡ください。

○お支払事由、保険金などをお支払いする場合またはお支払いできない場合については、アクサ生命ホームページにも掲載しておりますので、

あわせてご確認ください。(ホームページアドレス https://www.axa.co.jp/)

○保険金などのお支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の保険金などのお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点

がある場合などには商工会議所・商工会または「パンフレット」に記載のアクサ生命営業店にご連絡ください。

保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入時にお約束した保険金額などが削減されることがあります。

アクサ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命

保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入時の保険金額などが削減されることがあ

ります。保険契約者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

生命保険契約者保護機構 TEL:03-3286-2820 「月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時~正午、午後1時〜午後5時」 ホームページアドレスhttps://www.seihohogo.jp/

アクサ生命保険株式会社

AYA 〒108-8020 東京都港区白金1-17-3

TEL 03-6737-7777 (代表)
Form No.0T6086(2.2) AXA-A1-2103-0322/9W2 2021.04.01
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ご加入者の皆さまへ 

 

 熊本県商工会議所連合会 生命共済 パンフレット差込  

 

本パンフレットにつきましては以下の通り読み替えをお願い申し上げます。 

 パンフレット上の記載 読み替え後の内容 

保険期間 2024 年 5 月 1 日～2025 年 4 月 30 日 2025 年 5 月 1 日～2026 年 4 月 30 日 

更新日 2024 年 5 月 1 日 2025 年 5 月 1 日 

加入資格・条件欄に

おける年齢基準日 
2024 年 5 月 1 日現在年齢 2025 年 5 月１日現在年齢 

 

なお、本共済は 2025 年 3 月に定期保険（団体型）の保険料率計算を行い、その結果、掛金が変更となる場合

があります。掛金が変更となった場合は、新掛金を記載したパンフレットをあらためてお渡しいたします。 

 

以上 

 

2025 年 2 月 作成 

 

熊本県商工会議所連合会 

[定期保険(団体型)引受保険会社] 

アクサ生命保険株式会社 

 

[取扱店]アクサ生命保険株式会社 熊本支社 

〒860-0022 熊本市中央区横紺屋町 10 

熊本商工会議所 4 階 

TEL. 096-325-1836 


